
 

市有財産売買契約書 
 

 

 売主 塩尻市長 百瀬 敬（以下「甲」という。）と買主     （以下「乙」という。）

とは、次の条項により、市有財産の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、次のとおりとする。 

       

 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金         円とする。 

    内訳 土地               金         円 

       建物                       金０円 

       土地建物の税抜価格        金         円 

      消費税額及び地方消費税額の合計額          金０円 

 

（契約保証金） 

第４条 乙は、落札決定後、原則１０日以内に契約保証金として、金       円を甲

に納入しなければならない。納入の確認ができたら、契約の締結を行う。 

２ 前項の契約保証金は第１８条に定める損害賠償額の予定又はその一部としないものとす

る。 

３ 第１項の契約保証金には、利息を付さない。 

４ 甲は、乙が次条第１項に定める義務を履行したときは、遅滞なく第１項の契約保証金を

乙に還付するものとする。ただし、乙は、同項の契約保証金を売買代金の一部に充当する

ことを、甲に事前に申し出ることができる。この場合、甲は、同項の契約保証金を次条第

２項の定めにより処理する。 

５ 甲は、乙が次条第１項に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を

甲に帰属させることができる。 

 

（売買代金の支払方法等） 

第５条 乙は、売買代金を甲の発行する納入通知書により、原則６０日以内に支払わなけれ

ばならない。 

２ 甲は、乙が前条第１項に定める契約保証金を売買代金の一部に充当するよう甲に申し出

て、かつ、第３条に定める売買代金から前条第１項に定める契約保証金の額を控除した額

について、前項に定める義務を履行したときは、同項の契約保証金を売買代金に充当する。 

 

土 地 

所 在 地 番 地 目 地 積 備 考 

塩尻市大字片丘字立石 4313番 6 宅地 480.93㎡ 旧教員住宅跡地 

建 物 

家屋番号 構 造 竣工年月 延床面積 

４３１３番６ 木造スレート葺平屋建 S50.2 57.51㎡ 

４３１３番６の２ 木造スレート葺平屋建 S51.12 57.51㎡ 

付属建物 なし 



 

 

（所有権の移転及び登記の嘱託） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したとき乙に移転する。 

２ 乙は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、原則として１０日以内に、甲

に対し所有権移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により、遅滞なく所有権の移

転登記を嘱託するものとする。この場合の登録免許税は乙の負担とする。 

 

（売買物件の引渡し） 

第７条 甲は、売買物件の所有権が移転した後、両者の定める日に、当該物件を乙に引き渡

し、乙は、当該物件の受領書を甲に提出するものとする。 

２ 売買物件（土地（地下埋設物を含む）、建物（居宅及びその他付帯工作物を含む））は、

現状有姿での引き渡しとする。 

 

 （解体工事） 

第８条 乙は、本物件上の建物（別添現況図①の建物）について、契約締結後 1 年以内に、

自己の費用と責任において解体撤去する義務を負う。 

本物件の引渡しは、建物が現存する状態（現状有姿）で行うものとする。乙は、この現状

を十分に承知の上で買い受けるものとし、解体工事の実施に際し、必要な行政手続きおよ

び近隣住民への説明・対応等を行い、万一、工事に起因して第三者との間で紛争が生じた

場合は、乙の責任において解決するものとする。 

 

（危険負担等） 

第９条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が甲の責

に帰することのできない事由により滅失又は損傷した場合は、甲に対して、売買代金の減

免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第１０条 乙は、本契約を締結した後において、売買物件に関して本契約の内容に適合しな

い状態があることを発見しても、売買代金の減額請求若しくは損害賠償の請求又は契約の

解除をすることはできないものとする。ただし、乙が消費者契約法（平成１２年法律第６

１号）第２条第１項に定める消費者に該当する場合は、売買代金の減免請求もしくは損害

賠償の請求又は契約の解除について、引き渡しの日から１年以内に甲に対して協議を申し

出ることができるものとし、甲は協議に応じるものとする。 

 

（用途の制限） 

第１１条 乙は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年

法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特

殊営業、同条第１１項に規定する接客業務受託営業並びに暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所の用

に供してはならない。 

 

（売買物件の譲渡等） 

第１２条 乙は、売買物件の所有権を第三者に移転し又はその物件を第三者に貸し付けると

きは、前条に定められた義務を、その譲受人又は賃借人に承継させなければならない。 

 

（実地調査等） 

第１３条 甲は、第１０条及び第１１条に定める事項について必要があると認めるときは、

乙に対し、所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この

場合、乙は、報告若しくは資料の提出を怠り又は実地調査を拒み若しくは妨げてはならな

い。 



 

 

（違約金） 

第１４条 乙は、第１０条及び第１１条に定める義務に違反したときは、売買代金の３割に

相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。 

２ 前項に定める違約金は、違約罰であって、第１８条に定める損害賠償の予定又はその一

部としないものとする。 

 

（契約の解除） 

第１５条 甲は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。 

（１） 乙が、本契約に定める義務を履行しないとき。 

（２） 乙が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力

団関係者」という。）に該当する旨の通報を警察から甲が受けたとき。 

 

（暴力団員又は暴力団関係者から不当介入を受けた場合における措置義務） 

第１６条 乙は、本契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者から不当要求又は業務妨

害等の不当介入を受けたときは、これを拒否し、速やかに所管の警察署に通報して捜査上

必要な協力を行うとともに、その内容を甲に報告しなければならない。 

 

（返還金等） 

第１７条 甲は、第１４条の規定により本契約を解除した場合は、収納済の売買代金を乙に

返還するものとする。ただし、当該返還金には、利息を付さない。 

２ 乙は、前条の規定により本契約を解除された場合には、乙が売買物件に投じた改良費等

の有益費、修繕費等の必要費、その他費用があっても、これを甲に請求しないものとする。 

 

（原状回復義務） 

第１８条 乙は、甲が第１４条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま

でに、売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状

に回復させることが適当でないと認めるときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、契約

解除時の時価により、減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日

までに、当該物件の所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第１９条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害

に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

 

（返還金の相殺） 

第２０条 甲は、第１６条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１

３条、第１７条又は第１８条の規定により甲に支払うべき金額のあるときは、それらの全

部又は一部を返還金と相殺するものとする。 

 

（契約の費用） 

第２１条 本契約に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（疑義の決定） 

第２２条 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 

 

 



（裁判の管轄） 

第２３条 本契約に関する訴訟は、塩尻市役所所在地を管轄する裁判所に提訴するものとす

る。 

 

 

 

 上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１

通を保有するものとする。 

 

 

   令和８年  月  日 

 

 

             売 主  長野県塩尻市大門七番町３番３号 

 

                          塩尻市長 百 瀬   敬 

 

 

              買 主  住 所                     

 

                   氏 名                ㊞ 


